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「都市計画法による開発許可の手引」  新旧対照表 （傍線は改定箇所） 

 
頁 現行  改定案  備  考 

 

 

 

技-64 

 

 

 

技-65 

技術基準編 

第４章 公共の用に供する空地に関する基準 

第２節 公園、緑地及び広場 

２ 公園等の設置（政令第25条第６号、政令第25条第７号、省令第21条、条例第30条） 

 (1)・(2) （略） 

 (3) 公園等の有効面積 

公園等として有効に利用できない次に掲げる土地を含む場合は、当該土地の面積を除外して、必要な面積を

確保すること。 

  ア 地表面が水平面に対して20度を超える角度をなす造成法
のり

面 

イ 擁壁（天端を除く。）及び公園等の外周に設けられる擁壁の下端の土地 

ウ 幅が10メートル未満の土地 

（以下略） 

技術基準編 

第４章 公共の用に供する空地に関する基準 

第２節 公園、緑地及び広場 

２ 公園等の設置（政令第25条第６号、政令第25条第７号、省令第21条、条例第30条） 

 (1)・(2) （略） 

 (3) 公園等の有効面積 

公園等として有効に利用できない次に掲げる土地を含む場合は、当該土地の面積を除外して、必要な面積を

確保すること。 

  ア 地表面が水平面に対して20度を超える角度をなす造成法
のり

面 

イ 擁壁（柵を建て込む場合は天端を除く。）及び公園等の外周に設けられる擁壁の下端の土地 

ウ 幅が10メートル未満の土地 

（以下略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の運用に則し

た記載に変更。 

技-67 ５ 公園の出入口（法第33条第１項第２号、省令第25条第１号） 

  利用者の便宜を図るため公園の出入口は、次のとおりとすること。 

(1) 出入口の数は、公園の面積が 1,000平方メートル未満の場合にあっては２、1,000平方メートル以上の場合

にあっては２以上とすること。 

(以下略) 

５ 公園の出入口（法第33条第１項第２号、省令第25条第１号） 

  利用者の便宜を図るため公園の出入口は、次のとおりとすること。 

(1) 出入口の数は２以上とすること。 

 

(以下略) 

 

 

小規模公園の利便

性等への配慮のた

め、出入口数の規定

を変更。 

技-68 ６ 公園利用者の安全を図るための措置（省令第25条第２号、条例第31条） 

 利用者の安全を図るため、次の措置を講ずること。 

(1)・(2) （略） 

(3) 出入口には車止めを設け、出入口以外の公園の周囲には柵を設置すること。 

 

６ 公園利用者の安全を図るための措置（省令第25条第２号、条例第31条） 

 利用者の安全を図るため、次の措置を講ずること。 

(1)・(2) （略） 

(3) 出入口には車止めを設け、出入口以外の公園の周囲には柵を設置すること。ただし、市長が公園の管理上及

び利用者の安全上支障がないと認めるときは、この限りでない。 

 

 

 

 

安全が確保されて

いる箇所について

は必ずしも柵を設

ける必要はなく、ま

た柵に替わる施設

も場合によっては

可能とするため、た

だし書きを追加。 

 

 

 

立-29 

 

 

 

 

 

立-30 

立地基準編 

第３章 法第34 条に関する立地の許可の基準 

第２節 横浜市開発審査会提案基準 

提案基準第20号 

特別養護老人ホーム及び介護老人保健施設の建築行為等の特例措置 

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等の新築、増築、建て替え又はこれらの用に供する用途への変更を行う

場合（敷地増を伴うものを含む。）において、申請の内容が次の各項に該当するものであること。 

１～11 （略） 

12 この基準は、令和５年４月１日から施行する。 

注 

立地基準編 

第３章 法第34 条に関する立地の許可の基準 

第２節 横浜市開発審査会提案基準 

提案基準第20号 

特別養護老人ホーム及び介護老人保健施設の建築行為等の特例措置 

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等の新築、増築、建て替え又はこれらの用に供する用途への変更を行う

場合（敷地増を伴うものを含む。）において、申請の内容が次の各項に該当するものであること。 

１～11 （略） 

12 この基準は、令和６年４月１日から施行する。 

注 

 

 

 

 

 

 

 

 

施行日の変更 
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頁 現行  改定案  備  考 

１ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２～５ （略） 

（以下略） 

１ （略） 

２ 申請者は、申請地及び予定建築物の所有者であること。ただし、申請者が、申請地又は予定建築物の所有者と

異なる場合において、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。 

(1) 申請地及び予定建築物の所有者が同一の場合で、申請者が、予定建築物について所有者と長期の賃貸借契約

を締結する見込みがあり、予定建築物の所有者と連名で許可申請を行うとき。 

(2) 申請地及び予定建築物の所有者が異なる場合で、次のいずれかに該当するとき。 

   ア 申請者が、予定建築物の所有者であり、申請地について所有者と長期の賃貸借契約を締結しているとき。 

   イ 申請者が、予定建築物について所有者と長期の賃貸借契約を締結する見込みがあり、かつ、予定建築物の

所有者と申請地の所有者が土地について長期の賃貸借契約を締結している場合で、予定建築物の所有者と連

名で許可申請を行うとき。 

３～６ （略） 

（以下略） 

 

申請者は原則申請

地及び予定建築物

の所有者であるこ

とを追加。。 

 

 

 

 

 

項ずれ 
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「横浜市開発事業の調整等に関する条例の手引」  新旧対照表 （傍線は改定箇所） 

 
頁 現行 改定案 備考 

４ 第１編 概要 

２ 所管窓口及び添付図書一覧 

様式 窓口 部数 添付図書等 

（略） （略） （略） （略） 

開発事業の調整等に関する条例におけ

る標識設置届（第９条） 

（規則外様式第３号） 

・市街化区域における開発事業 

 （建築局宅地審査部宅地審査課指導担当） 

・市街化調整区域における開発事業 

 （建築局宅地審査部調整区域課指導担当） 

・大規模な共同住宅の建築 

 （建築局建築指導部情報相談課相談担当） 

3 

位置図 

現況図 

公図の写し 

土地利用計画図 

その他必要な図書 

※17ページ参照 

1 委任状(＊3) 

開発事業計画書（第13条） 

（第３号様式） 
3 

位置図 

現況図 

公図の写し 

土地利用計画図 

標識の写真 

その他必要な図書 

※29ページ参照 

再見解書（第14条） 

（規則外様式第５号の３） 
1   

開発事業計画書変更案届出書 

（第15条及び第20条） 

（規則外様式第５号の４） 

3 

標識の写真 

変更に係る図書 

変更箇所新旧対照図 

開発協議申出書（第16条） 

（第６号様式） 
1 

委任状(＊3) 

市長が認める図書 

開発事業計画の同意基準協議申請書 

（第18条）（規則外様式第８号） 

・道路状空地   ：道路局路政課（各区

土木事務所） 

・緑化空地及び斜面地開発行為の緑化 

         ：環境創造局みどりア

ップ推進課 

・雨水流出抑制施設：道路局河川管理課 

・遊水池等    ：環境創造局管路保全

課 

                    （各区土木事務所） 

・防火水槽    ：消防局警防課 

正１ 

副１ 

＋ 

２ 

(＊1) 

開発事業計画の概要

書（第７号様式第２

面） 

位置図 

現況図 

土地利用計画図 

その他基準に応じて

必要となる図書（次

頁） 

開発事業計画同意申請書 

（第17条）（第７号様式） 

  

正１ 

副１ 

＋ 

２ 

(＊2) 

位置図 

現況図 

土地利用計画図 

委任状(＊3) 

その他必要な図書 

開発事業計画変更同意申請書 

（第20条）（第８号様式） 

 

 

 

第１編 概要 

２ 所管窓口及び添付図書一覧 

様式 窓口 部数 添付図書等 

（略） （略） （略） （略） 

開発事業の調整等に関する条例におけ

る標識設置届（第９条） 

（規則外様式第３号） 

・市街化区域における開発事業 

 （建築局宅地審査部宅地審査課指導担当） 

・市街化調整区域における開発事業 

 （建築局宅地審査部調整区域課指導担当） 

・大規模な共同住宅の建築 

 （建築局建築指導部情報相談課相談担当） 

3 

位置図 

現況図 

公図の写し 

土地利用計画図 

その他必要な図書 

※17ページ参照 

1 委任状(＊2) 

開発事業計画書（第13条） 

（第３号様式） 
3 

位置図 

現況図 

公図の写し 

土地利用計画図 

標識の写真 

その他必要な図書 

※29ページ参照 

再見解書（第14条） 

（規則外様式第５号の３） 
1   

開発事業計画書変更案届出書 

（第15条及び第20条） 

（規則外様式第５号の４） 

3 

標識の写真 

変更に係る図書 

変更箇所新旧対照図 

開発協議申出書（第16条） 

（第６号様式） 
1 

委任状(＊2) 

市長が認める図書 

開発事業計画の同意基準協議申請書 

（第18条）（規則外様式第８号） 

・道路状空地   ：道路局路政課（各区

土木事務所） 

・緑化空地及び斜面地開発行為の緑化 

         ：環境創造局みどりア

ップ推進課 

・雨水流出抑制施設：道路局河川管理課 

・遊水池等    ：環境創造局管路保全

課 

                    （各区土木事務所） 

・防火水槽    ：消防局警防課 

正１ 

副１ 

＋ 

２ 

(＊1) 

開発事業計画の概要

書（第７号様式第２

面） 

位置図 

現況図 

土地利用計画図 

その他基準に応じて

必要となる図書（次

頁） 

開発事業計画同意申請書 

（第17条）（第７号様式） 

  
正１ 

副１ 

位置図 

現況図 

土地利用計画図 

委任状(＊2) 

その他必要な図書 

開発事業計画変更同意申請書 

（第20条）（第８号様式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
注釈の号ずれ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注釈の号ずれ。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（部数欄） 

開発事業計画同意申

請書及び開発事業計

画変更同意申請書の

閲覧省略による、添付

書類の部数変更。 

（添付図書等欄） 

注釈の号ずれ 
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頁 現行 改定案 備考 

 

変更される図書 

変更箇所新旧対照図 

委任状(＊3) 

開発事業計画の軽微な変更届出書 

（第15条及び第20条） 

（規則外様式第５号の５） 

 3 
変更に係る図書 

変更箇所新旧対照図 

開発事業計画廃止届（第21条） 

（規則外様式第14号） 
 1  

一般承継届出書（第22条） 

（規則外様式第14号の２） 
 1 ※95ページ参照 

特定承継承認申請書（第23条） 

（第11号様式） 
 1 権原を証する書類 

開発事業の調整等に関する条例第６条

に関する協議申請書 

（規則外様式第１号） 

・道路   ：道路局路政課・維持課・各

区土木事務所 

・排水施設等：環境創造局管路保全課・各

区土木事務所 

・公園等  ：環境創造局みどりアップ推

進課 

・消防水利 ：消防局警防課 

・ごみ収集場：資源循環局業務課 

正１ 

副１ 

開発事業計画の概要

書（第７号様式第２

面） 

位置図 

現況図 

土地利用計画図 

その他基準に応じて

必要となる図書（次

頁） 

開発事業に関する工事の完了届 

（規則外様式第20号） 

・道路状空地   ：道路局路政課（各区

土木事務所） 

・歩道状空地・自由利用空地 

               ：建築局調整区域課指

導担当・ 

          情報相談課相談担当 

・緑化空地及び斜面地開発行為の緑化 

         ：環境創造局みどりア

ップ推進課 

・雨水流出抑制施設：道路局河川管理課 

・遊水池等    ：環境創造局管路保全

課 

                    （各区土木事務所） 

・防火水槽    ：消防局警防課 

・集会室     ：建築局宅地審査課指

導担当・調整区域課指導担当 

          情報相談課相談担当 

1  

斜面地開発行為に関する工事 

着手届出書（斜面地条例第6条） 
・市街化区域における開発事業 

 （建築局宅地審査部宅地審査課指導担当） 

・市街化調整区域における開発事業 

 （建築局宅地審査部調整区域課指導担当） 

2   

斜面地開発行為に関する工事の計画適

合確認申請書（斜面地条例第７条） 
2 委任状(＊3) 

(＊1)２部については、図面のみを提出してください。 

(＊2)２部については、開発事業計画の概要、位置図、土地利用計画図を、同意の通知を受ける際に提出してくだ

さい。 

(＊3)委任状は、代理人が申請手続をする場合に添付してください。 

 

変更される図書 

変更箇所新旧対照図 

委任状(＊2) 

開発事業計画の軽微な変更届出書 

（第15条及び第20条） 

（規則外様式第５号の５） 

 3 
変更に係る図書 

変更箇所新旧対照図 

開発事業計画廃止届（第21条） 

（規則外様式第14号） 
 1  

一般承継届出書（第22条） 

（規則外様式第14号の２） 
 1 ※95ページ参照 

特定承継承認申請書（第23条） 

（第11号様式） 
 1 権原を証する書類 

開発事業の調整等に関する条例第６条

に関する協議申請書 

（規則外様式第１号） 

・道路   ：道路局路政課・維持課・各

区土木事務所 

・排水施設等：環境創造局管路保全課・各

区土木事務所 

・公園等  ：環境創造局みどりアップ推

進課 

・消防水利 ：消防局警防課 

・ごみ収集場：資源循環局業務課 

正１ 

副１ 

開発事業計画の概要

書（第７号様式第２

面） 

位置図 

現況図 

土地利用計画図 

その他基準に応じて

必要となる図書（次

頁） 

開発事業に関する工事の完了届 

（規則外様式第20号） 

・道路状空地   ：道路局路政課（各区

土木事務所） 

・歩道状空地・自由利用空地 

               ：建築局調整区域課指

導担当・ 

          情報相談課相談担当 

・緑化空地及び斜面地開発行為の緑化 

         ：環境創造局みどりア

ップ推進課 

・雨水流出抑制施設：道路局河川管理課 

・遊水池等    ：環境創造局管路保全

課 

                    （各区土木事務所） 

・防火水槽    ：消防局警防課 

・集会室     ：建築局宅地審査課指

導担当・調整区域課指導担当 

          情報相談課相談担当 

1  

斜面地開発行為に関する工事 

着手届出書（斜面地条例第6条） 

・市街化区域における開発事業 

 （建築局宅地審査部宅地審査課指導担当） 

・市街化調整区域における開発事業 

 （建築局宅地審査部調整区域課指導担当） 

1   

斜面地開発行為に関する工事の計画適

合確認申請書（斜面地条例第７条） 
1 委任状(＊2) 

 

 (＊1)２部については、図面のみを提出してください。 

 

 

(＊2)委任状は、代理人が申請手続をする場合に添付してください。 

 
 
 
 

注釈の号ずれ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部数の変更 

 

（部数欄）部数の変更 

（添付図書欄）注釈の

号ずれ 

添付書類の部数変更

による削除。 

注釈の号ずれ。 
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頁 現行 改定案 備考 

23 

～ 

26 

第２編 逐条解説 

第２章 開発事業に係る手続き 

第１節 開発構想の住民への周知、意見の聴取等 

第11条 住民への説明 

第２編 逐条解説 

第２章 開発事業に係る手続き 

第１節 開発構想の住民への周知、意見の聴取等 

第11条 住民への説明 

「手続の流れの説明

（特定大規模開発事

業とそれ以外）」と「説

明日・意見書提出期

限・市問合せ先の案内

（戸別訪問と説明

会）」を組み合わせて

使用する様式に変更。 

条例上の説明範囲を

追加。 

用語の整理。 

開発事業の構想に関する説明を受ける住民の皆さんへ 

横浜市内で、開発行為、大規模な共同住宅の建築等の開発事業を行う場合、横浜市開発事業

の調整等に関する条例で、次のような手続きを定めています。 

・開発事業を行おうとしている開発事業者による、開発事業の構想の周知、説明

・開発事業の構想に対する住民の皆さんからの意見聴取に関する手続き

・地域まちづくり計画及び周辺環境への配慮等に関する開発事業者と横浜市との協議

条例手続きの流れ 

開発事業区域の周辺住民の皆さんは、地域におけるまちづくりを担う一員として、意見を

出すことにより（下図の④意見書の提出及び⑧再意見書の提出）、開発事業者と開発事業の

構想について調整を図ることができます。 

 

住民の皆さん 開発事業者 

①標識の設置 開発事業者は開発事業の構想の周知を図
るため、標識を設置し、標識設置届を市に
提出します。

開発事業者は開発事業の構想について、住
民の皆さんに対し、戸別訪問により説明し
ます。（不在の場合、再訪問）

住民の皆さんは開発事業者からの説明終
了後５日以内に、開発事業者に対し、開発
構想に対する意見書を提出できます。
※意見書様式は開発事業者より配布、ホー
ムページからもダウンロードが可能です。 

開発事業者は開発事業の構想、説明状況、
構想に対する住民意見、意見に対する開発
事業者の見解を示した書類を市に提出し
ます。

縦覧期間（14 日間）の間、横浜市を介して
開発事業者に再意見書を提出できます。
※再意見書様式は所管課で配布、ホームペ
ージからもダウンロードが可能です。

意見の 

やりとり 

開発事業者は再意見書を提出した住民に
対し、個別に再見解書を送付します。

市 

②標識設置届の提出

③住民の皆さんへの説明

④意見書の提出

⑤見解書の送付

提出された意見

書に対し、個別

に見解を書面に

て送付します 

再意見が提出され、横浜市が必要と認めた
案件では、横浜市と協議を行います。

⑩(開発協議）

⑪同意申請・同意通知

⑧再意見書の提出

⑦開発事業計画書の縦覧

開発事業計画書の縦覧窓口 
よこはま建築情報センター（市庁舎２階）
又は各区役所の区政推進課 

意見調整の結

果を確認でき

ます 

⑨再意見書に対する再見解書の送付

縦覧期間内に計

画書への再意見

が出せます 

構想に対し建設

的な意見をお出

しください 

14

日

間 

縦

覧

期

間 

（戸別訪問用）

開発事業の構想に関する説明を受ける住民の皆さんへ 

横浜市内で、開発行為、大規模な共同住宅の建築等の開発事業を行う場合、横浜市開発事業 

の調整等に関する条例で、次のような手続きを定めています。 

・開発事業を行おうとしている開発事業者による、開発事業の構想の周知、説明

・開発事業の構想に対する住民の皆さんからの意見聴取に関する手続き

・地域まちづくり計画及び周辺環境への配慮等に関する開発事業者と横浜市との協議

条例手続きの流れ 

開発事業区域の周辺住民の皆さんは、地域におけるまちづくりを担う一員として、意見を 

出すことにより（下図の④意見書の提出及び⑧再意見書の提出）、開発事業者と開発事業の 

構想について調整を図ることができます。

条例手続きが行われ、整備すべき施設の基準

も満たしている場合、条例の同意を行いま

す。 

（特定大規模開発事業以外の開発事業用） 

住民の皆さん 開発事業者 市 

開発事業者は開発事業の構想の周知を図るた

め、標識を設置し、標識設置届を市に提出しま

す。 

開発事業者は、開発事業の構想について、住

民の皆さんに対し、戸別訪問（不在の場合、

投函）又は説明会により説明します。 

①標識の設置

②標識設置届の提出

④意見書の提出

③住民の皆さんへの説明

住民の皆さんは開発事業者からの説明終了後

５日以内に、開発事業者に対し、開発構想に

対する意見書を提出できます。 

※意見書様式は開発事業者より配布、ホーム

ページからもダウンロードが可能です。
意見の 

やりとり 

開発事業者は開発事業の構想、説明状況、構

想に対する住民意見、意見に対する開発事業

者の見解を示した書類を市に提出します。 

⑤見解書の送付

⑥開発事業計画書の提出

⑦開発事業計画書の縦覧

⑧再意見書の提出

⑨再意見書に対する再見解書の送付

⑩開発協議

⑪同意申請・同意通知

(開発事業計画書の縦覧窓口) 

よこはま建築情報センター（市庁舎２階）又

は各区役所の区政推進課 

開発事業者は再見解書を提出した住民に対

し、個別に再見解書を送付します。 

再意見書が提出され、横浜市が必要と認めた

案件では、横浜市と協議を行います。 

※縦覧期間終了後も開発事業計画書を見ることができます。 

縦覧期間(14日間)の間、横浜市を介して開発

事業者に再意見書を提出できます。 

※再意見書式様式は所管課で配布、ホームペ

ージからもダウンロードが可能です。
検索 

構想に対し建設

的な意見をお出

しください 

提出された意見

書に対し、戸別

に見解を書面に

て送付します 

横浜市 調整条例 

意見調整の結

果を確認でき

ます 

縦覧期間内に計

画書への再意見

が出せます 

※開発事業区域から
15ｍ範囲内の土地所
有者、建物所有及び
建物占有者
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条例上の説明範囲を

追加。 

開発事業の構想に関する説明を受ける住民の皆さんへ 

横浜市内で、開発行為、大規模な共同住宅の建築等の開発事業を行う場合、横浜市開発事業

の調整等に関する条例で、次のような手続きを定めています。 

・開発事業を行おうとしている開発事業者による、開発事業の構想の周知、説明

・開発事業の構想に対する住民の皆さんからの意見聴取に関する手続き

・地域まちづくり計画及び周辺環境への配慮等に関する開発事業者と横浜市との協議

条例手続きの流れ 

開発事業区域の周辺住民の皆さんは、地域におけるまちづくりを担う一員として、意見を

出すことにより（下図の④意見書の提出及び⑧再意見書の提出）、開発事業者と開発事業の

構想について調整を図ることができます。 

 

住民の皆さん 開発事業者 

①標識の設置 開発事業者は開発事業の構想の周知を図
るため、標識を設置し、標識設置届を市に
提出します。

開発事業者は、開発事業の構想について、
説明会を開催します。

住民の皆さんは開発事業者からの説明終
了後５日以内に、開発事業者に対し、開発
構想に対する意見書を提出できます。
※意見書様式は開発事業者より配布、ホー
ムページからもダウンロードが可能です。 

開発事業者は開発事業の構想、説明状況、
構想に対する住民意見、意見に対する開発
事業者の見解を示した書類を市に提出し
ます。

縦覧期間（14 日間）の間、横浜市を介して
開発事業者に再意見書を提出できます。
※再意見書様式は所管課で配布、ホームペ
ージからもダウンロードが可能です。 

意見の 

やりとり 

開発事業者は再意見書を提出した住民に
対し、個別に再見解書を送付します。

市 

②標識設置届の提出

③住民の皆さんへの説明

④意見書の提出

⑤見解書の送付

提出された意見

書に対し、個別

に見解を書面に

て送付します 

開発事業について、横浜市と開発事業者は
協議を行います。
 

⑩開発協議

⑪同意申請・同意通知

⑧再意見書の提出

⑦開発事業計画書の縦覧

開発事業計画書の縦覧窓口 
よこはま建築情報センター（市庁舎２階）
又は各区役所の区政推進課 

意見調整の結

果を確認でき

ます 

⑨再意見書に対する再見解書の送付

縦覧期間内に計

画書への再意見

が出せます 

構想に対し建設

的な意見をお出

しください 

14

日

間 

縦

覧

期

間 

（特定大規模開発事業用） （特定大規模開発事業用） 

開発事業の構想に関する説明を受ける住民の皆さんへ 

横浜市内で、開発行為、大規模な共同住宅の建築等の開発事業を行う場合、横浜市開発事業 

の調整等に関する条例で、次のような手続きを定めています。 

・開発事業を行おうとしている開発事業者による、開発事業の構想の周知、説明

・開発事業の構想に対する住民の皆さんからの意見聴取に関する手続き

・地域まちづくり計画及び周辺環境への配慮等に関する開発事業者と横浜市との協議

条例手続きの流れ 

開発事業区域の周辺住民の皆さんは、地域におけるまちづくりを担う一員として、意見を 

出すことにより（下図の④意見書の提出及び⑧再意見書の提出）、開発事業者と開発事業の 

構想について調整を図ることができます。

条例手続きが行われ、整備すべき施設の基準

も満たしている場合、条例の同意を行いま

す。 

住民の皆さん 開発事業者 市 

開発事業者は開発事業の構想の周知を図るた

め、標識を設置し、標識設置届を市に提出しま

す。 

開発事業者は、開発事業の構想について、説

明会を開催します。 

①標識の設置

②標識設置届の提出

④意見書の提出

③住民の皆さんへの説明

住民の皆さんは開発事業者からの説明終了後

５日以内に、開発事業者に対し、開発構想に

対する意見書を提出できます。 

※意見書様式は開発事業者より配布、ホーム

ページからもダウンロードが可能です。

意見の 

やりとり 

開発事業者は開発事業の構想、説明状況、構

想に対する住民意見、意見に対する開発事業

者の見解を示した書類を市に提出します。 

⑤見解書の送付

⑥開発事業計画書の提出

⑦開発事業計画書の縦覧

⑧再意見書の提出

⑨再意見書に対する再見解書の送付

⑩開発協議

⑪同意申請・同意通知

(開発事業計画書の縦覧窓口) 

よこはま建築情報センター（市庁舎２階）又

は各区役所の区政推進課 

開発事業者は再見解書を提出した住民に対

し、個別に再見解書を送付します。 

開発事業について、横浜市と開発事業者は協

議を行います。 

※縦覧期間終了後も開発事業計画書を見ることができます。 

縦覧期間(14日間)の間、横浜市を介して開発

事業者に再意見書を提出できます。 

※再意見書式様式は所管課で配布、ホームペ

ージからもダウンロードが可能です。
検索 

構想に対し建設

的な意見をお出

しください 

提出された意見

書に対し、戸別

に見解を書面に

て送付します 

横浜市 調整条例 

意見調整の結

果を確認でき

ます 

縦覧期間内に計

画書への再意見

が出せます 

※開発事業区域から
50ｍ範囲内の土地所
有者、建物所有及び
建物占有者
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開発事業者名、開発事

業区域に含まれる土

地の地名地番、標識設

置日及び説明実施時

の記入欄の追加、その

他用語の整理。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例上の説明範囲・説明方法について 
説明範囲 

（近接住民の皆さん） 
開発事業区域から 15ｍ範囲内の土地所有者、建物所有者、建物占有者 

説明方法 
① 開発を行おうとしている事業者（代理人も可）による戸別訪問 
② 説明会  ※①もしくは②のどちらかによる説明となります。 

 

戸別訪問日・意見書の提出期限・訪問者について 

※計画内容については下記の訪問者（開発事業の構想に関する説明者）に直接お問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市の所管課・お問合せ先について 

※手続きについてご不明な点があれば、次のチェック欄が付いている部署までお問い合わせください。 

 担当課 エリア別 電話番号 

□ 建築局 宅地審査課 北部（緑・青葉・都筑） ０４５－６７１－４５１５ 
□ 〃 西部（南・保土ケ谷・旭・瀬谷・泉） ０４５－６７１－４５１６ 
□ 〃 南部（港南・磯子・金沢・戸塚・栄） ０４５－６７１－４５１７ 
□ 〃 東部（鶴見・神奈川・西・中・港北） ０４５－６７１－４５１８ 
□ 建築局 調整区域課 調整区域全域 ０４５－６７１－４５２１ 
□ 建築局 情報相談課  ０４５－６７１―２３５０ 

 

戸別訪問日について 

□ 
令和   年   月   日    時頃ご説明に伺いましたが、ご不在でしたので、説

明資料一式と意見書の様式を投函致しました。また、日を改めてご説明のため、ご訪問致し

ます。計画に対するご意見がある場合、意見書の様式にご記入ください。 

□ 
令和   年   月   日    時頃に２回目のご説明に伺いましたが、ご不在で

したので、日を改めてご訪問致します。計画に対するご意見がある場合、意見書の様式にご

記入ください。 

□ 
令和   年   月   日    時頃に３回目のご説明に伺いましたが、ご不在で

したので、既に投函した資料をご確認頂くことで、説明に代えさせて頂きます。計画に対す

るご意見がある場合、意見書の様式にご記入ください。 

 

意見書の提出期限 

次の期日までに開発事業の構想に対する意見を記載した意見書を開発事業者に提出することが

できます。（提出期限は戸別訪問時に直接説明を終えた後、もしくは３回目訪問時も不在だった場

合に訪問者側で記入します。） 

令和   年   月   日（  ）消印有効 

 
訪問者（開発事業の構想に関する説明者） 

（氏 名） 

 

 

 

（連絡先） 

 

（戸別訪問用） 
 戸別訪問日・意見書の提出期限・説明者について 

※計画内容については下記の開発事業の構想に関する説明者に直接お問い合わせください。 

●戸別訪問日について 

開発事業者名： 
 開発事業区域に含まれる土地の地名地番： 
標識設置日：   年   月   日 

 
横浜市開発事業の調整等に関する条例に基づき、標識を設置した上記の開発事業について、 

□ 
本日（   年   月   日）、ご説明いたしました。計画に対するご意見がある場合、

意見書の様式にてご提出ください。 
 
□ 

   年   月   日   時頃にご説明に伺いましたが、ご不在でしたので、説明資

料一式と意見書の様式を投函いたしました。また、日を改めてご説明のため、訪問いたしま

す。計画に対するご意見がある場合、意見書の様式にご記入ください。 
 
□ 

   年   月   日   時頃に２回目のご説明に伺いましたが、ご不在でしたの

で、日を改めて訪問いたします。計画に対するご意見がある場合、意見書の様式にご記入く

ださい。 
 
□ 

   年   月   日   時頃に３回目のご説明に伺いましたが、ご不在でしたの

で、既に投函した資料をご確認いただくことで、説明に代えさせていただきます。計画に対

するご意見がある場合、意見書の様式にてご提出ください。 
 
●意見書の提出期限 

次の期日までに開発事業の構想に関する意見を記載した意見書を開発事業者に提出することができま

す。(提出期限は戸別訪問時に直接説明を終えた後、もしくは３回目訪問時も不在だった場合に訪問者側

で記入します。) 

令和   年   月   日（  ） 消印有効 
 
●訪問者（開発事業の構想に関する説明者） 
（氏名） 
 
（連絡先） 

 

横浜市の所管課・お問合せ先について 
※手続きについてご不明な点があれば、次のチェック欄が付いている部署までお問い合わせください。 

 担当課 エリア別 電話番号 

□ 建築局 宅地審査課 北部（緑・青葉・都筑） ０４５－６７１－４５１５ 
□ 〃 西部（南・保土ケ谷・旭・瀬谷・泉） ０４５－６７１－４５１６ 
□ 〃 南部（港南・磯子・金沢・戸塚・栄） ０４５－６７１－４５１７ 
□ 〃 東部（鶴見・神奈川・西・中・港北） ０４５－６７１－４５１８ 
□ 建築局 調整区域課 調整区域全域 ０４５－６７１－４５２１ 
□ 建築局 情報相談課  ０４５－６７１－２３５０  

（戸別訪問用） 
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「手続の流れの説明

（特定大規模開発事

業とそれ以外）」と「説

明日・意見書提出期

限・市問合せ先の案内

（戸別訪問と説明

会）」を組み合わせて

使用する様式に変更。 

 

用語の整理。 

条例上の説明範囲・説明方法について 
説明範囲 

（地域住民の皆さん） 
開発事業区域から 50ｍ範囲内の土地所有者、建物所有者、建物占有者 

説明方法 説明会の開催 
 

意見書の提出期限・説明者について 

※計画内容については下記の開発事業の構想に関する説明者に直接お問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 
 

横浜市の所管課・お問合せ先について 

※手続きについてご不明な点があれば、次のチェック欄が付いている部署までお問い合わせください。 

 担当課 エリア別 電話番号 

□ 建築局 宅地審査課 北部（緑・青葉・都筑） ０４５－６７１－４５１５ 
□ 〃 西部（南・保土ケ谷・旭・瀬谷・泉） ０４５－６７１－４５１６ 
□ 〃 南部（港南・磯子・金沢・戸塚・栄） ０４５－６７１－４５１７ 
□ 〃 東部（鶴見・神奈川・西・中・港北） ０４５－６７１－４５１８ 

□ 建築局 調整区域課 調整区域全域 ０４５－６７１－４５２１ 

□ 建築局 情報相談課 
市域全域 

開発行為とならない 
大規模な共同住宅の建築 

０４５－６７１―２３５０ 

 

意見書の提出期限 

次の期日までに開発事業の構想に対する意見を記載した意見書を開発事業者に提出することが

できます。（最終の説明会開催日の翌日から５日間） 

令和   年   月   日（  ）消印有効 

 
開発事業の構想に関する説明者 

（氏 名） 

 

 

 

（連絡先） 

 

（特定大規模開発事業用） 
 

                                         （説明会用） 

意見書の提出期限・説明者について 

※計画内容については下記の開発事業の構想に関する説明者に直接お問い合わせください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

横浜市の所管課・お問合せ先について 

※手続きについてご不明な点があれば、次のチェック欄が付いている部署までお問い合わせください。 

 担当課 エリア別 電話番号 

□ 建築局 宅地審査課 北部（緑・青葉・都筑） ０４５－６７１－４５１５ 
□ 〃 西部（南・保土ケ谷・旭・瀬谷・

泉） 
０４５－６７１－４５１６ 

□ 〃 南部（港南・磯子・金沢・戸塚・

栄） 
０４５－６７１－４５１７ 

□ 〃 東部（鶴見・神奈川・西・中・港

北） 
０４５－６７１－４５１８ 

□ 建築局 調整区域課 調整区域全域 ０４５－６７１－４５２１ 

□ 建築局 情報相談課 
市域全域 

開発行為とならない 
大規模な共同住宅の建築 

０４５－６７１－２３５０ 
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33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

【条例】 

(開発事業計画書を変更する場合の再手続) 

第15条 （略） 

【規則】 

（軽微な変更） 

第11条 （略） 

 

【解説】 

 （略） 

■ 開発事業の構想の変更の届け出は、変更の内容が第15条第２項ただし書の軽微な変更に該当する場合を除き、

「開発事業計画書変更案届出書」（規則外様式第５号の４）により行ってください。開発事業計画書変更案届出

書には、変更に係る図書と修正した標識の写真を添付し、３部提出し、そのうち２部は閲覧用としてください。 

また、開発事業者は、開発事業の構想の変更の届出を行った場合には、第11条の住民への説明の手続を行い、

住民に変更の内容を周知するとともに、以降の手続も改めて行わなければなりません。 

なお、開発事業者が代わる場合は、開発事業の構想の変更とは扱えませんので、旧開発事業者による開発事業

の廃止（第21条）と新開発事業者による標識設置（第９条第１項）からの手続が必要になります。（同意（第17

条）を得た開発事業について、開発事業者に代わって他の者が当該開発事業を行おうとする場合は、同意に基づ

く地位の承継（第22条）の手続を行うことができます。） 

（新設） 

 

 

（以下略） 

【条例】 

(開発事業計画書を変更する場合の再手続) 

第15条 （略） 

【規則】 

（軽微な変更） 

第11条 （略） 

 

【解説】 

 （略） 

■ 開発事業の構想の変更の届け出は、変更の内容が第15条第２項ただし書の軽微な変更に該当する場合を除き、

「開発事業計画書変更案届出書」（規則外様式第５号の４）により行ってください。開発事業計画書変更案届出

書には、変更に係る図書と修正した標識の写真を添付し、３部提出し、そのうち２部は閲覧用としてください。 

また、開発事業者は、開発事業の構想の変更の届出を行った場合には、第11条の住民への説明の手続を行い、

住民に変更の内容を周知するとともに、以降の手続も改めて行わなければなりません。 

なお、開発事業者が代わる場合は、開発事業の構想の変更とは扱えませんので、旧開発事業者による開発事業

の廃止（第21条）と新開発事業者による標識設置（第９条第１項）からの手続が必要になります。（同意（第17

条）を得た開発事業について、開発事業者に代わって他の者が当該開発事業を行おうとする場合は、同意に基づ

く地位の承継（第22条）の手続を行うことができます。） 

■ 横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例による、あっせん又は調停に基

づく変更であっても、開発事業を円滑に進めるために、紛争当事者以外の近接住民等に対して変更の内容につい

て任意の説明を行うよう努めてください。 

（以下略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紛争当事者以外の住

民に変更内容が周知

されない可能性があ

るため。 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 

第３節 開発事業の計画の同意等 

【条例】 

(同意の基準等) 

第18条 （略） 

【規則】 

第14条～第19条 （略） 

 

【第２項各号の解説及び基準】 
■ 第１号～第３号 （略） 
■ 第４号（緑化空地） 
【解説】 （略） 

【基準】 （略） 
【解釈】 （略） 

【その他】 

１ （略） 

２ 本同意基準協議を行い、緑化等の完了までに建築物の建築が完了した場合は、横浜市建築物緑化認定証交付手

続要綱に基づき、建築物緑化認定証を取得してください。 

（以下略） 

第３節 開発事業の計画の同意等 

【条例】 

(同意の基準等) 

第18条 （略） 

【規則】 

第14条～第19条 （略） 

 

【第２項各号の解説及び基準】 
■ 第１号～第３号 （略） 
■ 第４号（緑化空地） 
【解説】 （略） 

【基準】 （略） 
【解釈】 （略） 

【その他】 

１ （略） 

２ 本同意基準協議を行い、緑化等の完了までに建築物の建築が完了した場合は、横浜市建築物緑化認定証交付手

続要綱に基づき、建築物緑化認定証の取得に努めてください。 

（以下略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の運用に則した

記載に変更。 
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90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【条例】 

(変更の同意) 

第20条 （略） 

【規則】 

（変更の同意の申請） 

第20条 （略） 

第21条 （略） 

【解説】 

 （略） 

■ 開発事業者は、変更同意を受けるに当たっては、「開発事業計画変更同意申請書」（規則第８号様式）により申

請を行う必要がありますが、この場合、あらかじめ標識を修正し、「開発事業計画書変更案届出書」（規則外様式

第５号の４）を提出し、第11 条から第14 条の２の規定に従い住民説明（道路位置指定を伴う開発行為は除く）、

「開発事業計画の変更概要書」（規則外様式第26 号）を添付した開発事業計画書の提出等を行わなければなりま

せん。 

なお、第２項でいう、開発協議とは、第16 条に規定する開発協議をいいます。（特定大規模開発事業以外の開

発事業では、同意前の手続と同様、第 14 条第１項に基づく再意見が出されなかった場合、開発協議が不要とな

ります。） 

（新設） 

 

 

（以下略） 

 

 

【条例】 

(変更の同意) 

第20条 （略） 

【規則】 

（変更の同意の申請） 

第20条 （略） 

第21条 （略） 

【解説】 

 （略） 

■ 開発事業者は、変更同意を受けるに当たっては、「開発事業計画変更同意申請書」（規則第８号様式）により申

請を行う必要がありますが、この場合、あらかじめ標識を修正し、「開発事業計画書変更案届出書」（規則外様式

第５号の４）を提出し、第11 条から第14 条の２の規定に従い住民説明（道路位置指定を伴う開発行為は除く）、

「開発事業計画の変更概要書」（規則外様式第26 号）を添付した開発事業計画書の提出等を行わなければなりま

せん。 

なお、第２項でいう、開発協議とは、第16 条に規定する開発協議をいいます。（特定大規模開発事業以外の開

発事業では、同意前の手続と同様、第 14 条第１項に基づく再意見が出されなかった場合、開発協議が不要とな

ります。） 

■ 横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例による、あっせん又は調停に基

づく変更であっても、開発事業を円滑に進めるために、紛争当事者以外の近接住民等に対して変更の内容につい

て任意の説明を行うよう努めてください。 

（以下略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紛争当事者以外の住

民に変更内容が周知

されない可能性があ

るため。 
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106 第４章 雑則 

【条例】 

（開発事業の台帳） 

第37条 （略） 

【規則】 

（閲覧の場所及び日時） 

第26条 （略） 

【解説】 

（略） 

開発事業関係書類の閲覧・縦覧 

書類名 適用 備考 

標識設置届 閲覧  

開発事業計画書 縦覧 

↓ 

閲覧 

・開発事業計画書の縦覧の開始日から閲覧対象とする。 

※縦覧を行っている場所においては、14日間縦覧後、閲覧を行う。 

※道路位置指定を伴う開発事業以外の開発事業は、開発事業計画書の縦

覧中に再意見書を提出可能 

意見書・再意見書 ―  

見解書・再見解書 ―  

開発事業計画書変更案届出書 

 

閲覧  

協議事項通知書・協議結果通知書 ―  

開発事業計画の同意通知書・ 

開発事業計画変更同意通知書 

一部閲覧 ・閲覧対象は土地利用計画図・位置図・開発事業計画の概要のみ 

 

 

 

開発事業計画の軽微な変更届出書 閲覧  

開発事業計画廃止届 ―  

一般承継届出書・特定承継承認通知書 ―  

開発事業計画台帳（各段階） 閲覧 ・台帳は、手続状況により随時更新 

（以下略） 

第４章 雑則 

【条例】 

（開発事業の台帳） 

第37条 （略） 

【規則】 

（閲覧の場所及び日時） 

第26条 （略） 

【解説】 

（略） 

開発事業関係書類の閲覧・縦覧 

書類名 適用 備考 

標識設置届 閲覧  

開発事業計画書 縦覧 

↓ 

閲覧 

・開発事業計画書の縦覧の開始日から閲覧対象とする。 

※縦覧を行っている場所においては、14日間縦覧後、閲覧を行う。 

※道路位置指定を伴う開発事業以外の開発事業は、開発事業計画書の縦

覧中に再意見書を提出可能 

意見書・再意見書 ―  

見解書・再見解書 ―  

開発事業計画書変更案届出書 閲覧  

開発事業計画の軽微な変更届出書 閲覧  

協議事項通知書・協議結果通知書 ―  

開発事業計画の同意通知書・ 

開発事業計画変更同意通知書 

― ※ 通知書が交付された場合、開発事業計画台帳に同意年月日が記載さ

れる。また、同意した計画の図面は、「開発事業計画書」又は「開発

事業計画の軽微な変更届出書」のうち、最新の書類の添付図面と同一。 

 

 

開発事業計画廃止届 ―  

一般承継届出書・特定承継承認通知書 ―  

開発事業計画台帳（各段階） 閲覧 ・台帳は、手続状況により随時更新 

（以下略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条文の並びに合わせ

た記載位置の変更。 

他の閲覧図書と内容

が重複しているため、

閲覧の対象から除外

し、注意書を追加。 

 


